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1 計画の策定にあたって

4 地震に対する安全性向上に関する啓発・知識普及

2 建築物の耐震診断・耐震改修の目標設定

平成23年度～平成27年度

平成７年の阪神・淡路大震災の教訓をふまえ、促進法が制定されました。その後、新潟県中越
地震などの被害を伴う大地震が頻発しており、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状
況となっています。平成18年に法改正も行われ、建築物の耐震改修の実施が強く求められ
ています。平成23年３月に、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震が発生し、茨城県
においても甚大な被害をもたらしています。こうした経緯をふまえ、筑西市では、建築物の
耐震改修促進化の基本となる本計画を策定します。

住民の生命・財産を保護するため、耐震改修の誘導と啓発をし木造戸建

て住宅などの耐震診断及び耐震性の劣る住宅の耐震化を促進します。

促進法の要件に該当する民間建築物で、かつ、建築基準法の耐震関係

規定に適合しない耐震性の劣る建築物の耐震化を促進します。

促進法の要件に該当する市有建築物で、地震時に災害対策本部や避難

収容拠点となる防災対策拠点施設の耐震化を優先的に促進します。

概 要 版

筑西市に影響の大きい「茨城県南部地震

（マグニチュード7.3）」と、どこでも起こ

りうる直下の地震（マグニチュード6.9）を

認識し、それに備えて建築物の耐震化を

図るものとします。



●民間の特定建築物等

●住宅

●公共の特定建築物等

耐震性あり
耐震性
なし

昭和56年6月以降
93棟
71％

耐震診断・改修
25棟
19％

昭和56年5月以前
13棟
10％

耐震性あり 耐震性なし

昭和57年以降
37棟
44％

耐震診断・改修
31棟
36％

昭和56年以前
8棟
10％

昭和56年以前
（耐震性あり）

3棟
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昭和56年以前
（耐震診断・改修済）

5棟
6％

民間の特定建築物等の耐震化率の現状と誘導課題

公共の特定建築物等の耐震化率の現状と促進課題

平成22年時点

平成27年時点

平成27年時点
促進施策あり

耐震性あり 耐震性なし

昭和56年6月以降
22,092棟
65％

昭和56年5月以前
9,310棟
27％

昭和56年5月以前
8,326棟
22％

昭和56年6月以降
25,578棟
69％

※1

昭和56年6月以降
25,578棟
69％

昭和56年
5月以前
3,706棟
10％

耐震診断
・改修
4,620棟
12％

耐震化率　90％

耐震性あり　28,754棟　78％

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

昭和56年5月以前で
耐震性あり
1,490棟
5％

昭和56年5月以前で
耐震性あり
1,434棟
4％

耐震改修済
1,140棟
3％

耐震改修済
1,742棟
5％

耐震性あり
1,434棟
4％

耐震性あり 45棟 54％

耐震改修済
1,742棟
5％

※1 目標とする住宅の耐震化率を90％とする場合、自然の更新・改修に加えて、促進施策により旧耐震基準の住宅約4,620棟の耐震化を進める
ことが必要である。現行の耐震性なしの解消ペースより約5倍以上のペースアップが必要である。 
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種別 路線番号 路線名 種別 路線番号

50 国道50号

305 一般県道305号
（下館停車場線）

294 国道294号

357 一般県道357号
（谷和原筑西線）

7 主要地方道7号
（石岡筑西線）

82 下1級-28号線

83 下1級-31号線

84 下1級-33号線

86 下5B-75号線

87 下5B-81号線

88 下5B-585号線

81 下1級-15号線

85 下1級-37号線

89 下5B-588号線

741 関1級-7号線

781 協110号線

782 協113号線

783 協205号線

14 主要地方道14号
（筑西つくば線）

15 主要地方道15号
（結城下妻線）

23 主要地方道23号
（筑西三和線）

路線名

国道

主要
地方道

一般県道

筑西市道

① ① 防災防災拠点となる特定建築物の耐震化拠点となる特定建築物の耐震化

防災拠点の耐震性を確保するため、学校や病院等を対象に耐震診断と耐震改修を計画的

に実施していきます。

② 多数の人が利用する特定建築物の耐震化② 多数の人が利用する特定建築物の耐震化

人的被害を軽減するため、店舗、事務所、工場、賃貸住宅等を対象に、県や建築士会と

連携した指導・助言等を行うなど、耐震改修等の促進を図っていきます。

③ 戸建住宅の耐震化③ 戸建住宅の耐震化を継続実施を継続実施

昭和56年以前に建築された戸建て住宅の所有者の意識啓発に努めるとともに、木造住

宅の簡易耐震診断の相談を継続実施していきます。

④ 多数の人の円滑な避難を妨げるおそれのある特定建築物の耐震化④ 多数の人の円滑な避難を妨げるおそれのある特定建築物の耐震化

緊急輸送道路を対象に、沿道で道路を塞ぐおそれのある建物の現状把握を進め、所有者

に指導・助言等を行い、耐震化の促進を図っていきます。

耐震診断・耐震改修に対する融資制度及び、

住宅の耐震改修における税の特例措置の紹介

により、住宅の耐震診断・耐震改修を促進し

ていきます。

平成18年度から実施している、木造住宅の簡

易的な耐震診断を継続するとともに、旧耐震

基準の木造住宅を対象に一般診断や精密診断

などの耐震診断の支援事業及び、耐震診断を

行った結果、耐震改修が必要となる住宅の耐

震改修の支援を検討していきます。

住宅耐震・リフォームアドバイザー登録リス

トの公表、いつでも相談しやすい常設窓口で

の対応、専門家・技術者及び住民対象の講習

会の企画、地区ぐるみの耐震勉強会、学校で

の防災教育などの環境整備に努めます。

家具等の固定による転倒防止、窓ガラス・天

井の落下防止、ブロック塀の転倒防止、地震

のがけ崩れによる住宅被害の軽減などの対

策に努めます。

市境
国道
主要地方道
一般県道
市町村道
路線番号
庁舎
支所・分庁舎
主要な防災施設


